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弓浜絣産地維持緊急対策事業

前 年 度

活力みなぎる米子

工業の振興

地域の活力を生み出す産業のまちづ
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歳出予算事業概要書

県支出金

19 1,636負担金補助及び交付
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調整結果額
うち復活額
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要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

の減少・高齢化により、このままでは１０数年後に産地として消滅する可能性がある。
このため、県は生産設備の共同利用等、生産の拠点である「弓浜がすり伝承館｣を平成

１　効果

・事業費　　講師・事務員人件費、材料費、光熱水費、研修生支援費
・研修生　３名を公募（全国公募、地元優先）　・研修期間　３年間（週５日研修）
【事業内容】・事業実施者　鳥取県弓浜絣協同組合　　・実施場所　弓浜がすり伝承館

市が協調して、弓浜絣技術者の後継者育成事業を実施する。
１８年度事業として改修整備することに併せ、平成１９年度から、鳥取県、米子市、境港

昭和50年9月に国の伝統的工芸品の指定を受けた「弓浜絣｣は、事業者の激減と技術保持者
（１）事業の概要と必要性

でなく、施設の存続に関わってくる。
事業の実施が前提となっており、当該事業が実施できなければ、当該施設の改修凍結だけ
県が平成１８年度事業として実施する弓浜がすり伝承館の改修事業は、この後継者人材育
３　特記事項
　を検討する。
・人材育成事業に併せて、観光事業との連携や新商品開発など、販路拡大につながる事業
　る。
・当該事業は当面１回（３年間）実施し、２回目以降は１回目の成果を見極めて検討す
２　今後の事業展開
・弓浜絣の販路開拓、販路拡大につながる新たな事業展開への誘因効果がある。
・研修生への支援により、研修生が集中して技術研修を受けることができる。
効果がある。
・弓浜絣事業者に事業継続への活力を喚起することができるため、産地の維持に大きな
技術後継者へ意欲のある人材を発掘し、技術の伝承を図ることができる。
・零細な弓浜絣事業者が後継者を育成することができない危機的な状況を回避し、

【財源内訳】
・平成１９年度事業費　　７，８７７千円（７月から事業開始、９月から研修開始予定）

【県、境港市の状況】　予算要求済み
　　　　　　米子市　２，４３４千円　境港市　２，４３４千円　その他　１２３千円
　　内訳　　国　１，６６０千円　　鳥取県　４，８６７千円
・平成２０年度以降　　１１，５１７千円（通年ベース）

　　内訳　　国　１，２１０千円　鳥取県　３，２７２千円　　　　
　　　　　　米子市　１，６３６千円　境港市　１，６３６千円　　その他　１２３千円

【事務事業評価】
　　実施は適当である。
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